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施策３ 貧困の連鎖を断つ                              

１ 施策の方針 

○学校での学習だけでなく、地域等によるきめ細かな学習支援により、子どもの学力向上を図
ります。特に、将来の社会的・経済的自立につなげるため、困難を抱える中学生に対し、高
校進学に向けた学習支援の充実を図り、社会で求められる知識・能力及び社会性等を身に付
けることで職業選択の幅を広げます。 

○学校や区役所、民間による相談支援や、経済的な支援により、就学継続や希望する進路の実
現につなげます。 

 

２ 主な取組   

 (1) 学習支援 
○寄り添い型学習支援事業 

生活保護世帯等の子どもに対し、高校進学に向けた学習意欲の向上や学力の向上のため
の学習支援を充実し、安定した自立を実現し、貧困の連鎖を断ち切る取組を進めます。 
○ひとり親家庭児童の生活・学習支援（再） 
 母子世帯の母の 50.8％、父子世帯の父の 71.5％（ともに全国値）は、仕事を終えて帰
宅する時間が 18 時以降であり、保護者が帰宅するまでの間、子どもの居場所づくりや学習
支援、また、子ども１人で食事を取らざるを得ない「孤食」などを防止する取組が必要と
なっています。 
 このため、ひとり親家庭の児童に対して、食事の提供も含めた夕方以降の生活を支援す
るためのモデル事業を実施し、ひとりで家にいることが多いひとり親家庭の子どもの基本
的な生活習慣の習得と健全育成を図ります。 
 また、このモデル事業を検証し、ひとり親家庭の子どもに対する今後の支援策について
検討します。 
 

 (2) 進学支援・就学継続支援 
○被保護者自立支援プログラム（教育支援専門員） 
 区の生活支援課に教育支援専門員を配置し、生活保護を受給する世帯の中学生とその養
育者に対し、家庭訪問等による就学に関する各種制度や生活保護制度に関する情報提供、
進学意欲喚起、各種相談機関の利用支援等を行い、進学・就学に向けた支援を行います。
あわせて高等学校等に在籍する生徒についても通学継続支援を行います。 
○高校奨学費 

経済的な理由や家庭の事情により、高等学校での修学が困難な方へ返還不要の高等学校
奨学金の支給や定時制高等学校の教科書の給付などを行います。 

  



 

79 
 

 (3) その他の事業・取組 
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☆コラム～教育支援専門員による支援～☆ 

生活保護世帯の児童・生徒が、希望する進学先に進み、将来に備え十分な知識を身に付け、社会的
にも経済的にも自立を実現することができるよう、主に高等学校等への進学支援と通学支援に特化し
た支援を、担当ケースワーカーとともに行っています。 

中学校 3 年生を中心に、本人や保護者に対して、本人の将来を見据えて高校進学することの意義を
共有し、進学制度の説明や寄り添い型学習支援事業への案内など、進学に向けた準備について、面接
や家庭訪問などを通して支援します。不登校の生徒に対しては、家庭訪問の他、学校や他の相談機関
とも連携して支援しています。 

また、必要に応じて高校進学後も継続的に支援することで、高校を中退することなく、卒業するこ
とができるよう取組んでいます。 




